
山梨県ケアプランデータ連携促進モデル事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、介護業務の効率化による職場環境の向上及び介護職員の負担軽減を図る

ことを目的に、市町村が実施するケアプランデータ連携促進モデル事業に要する経費に

対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金

等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象事業等） 

第２条 この補助金は、ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域の決定から、

居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所に対するケアプランデータ連携グループの構

築、好事例の収集・周知等の横展開までを市町村が一体的に実施し、ケアプランデータ

連携促進モデル地域づくりを行う事業を対象とする。 

２ この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、山梨県内に

所在する市町村とする。 

 

（補助金の交付の対象となる経費） 

第３条 この補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。 

 （１）ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフト、ＰＣ等のケアプランデー

タ連携システムの利用に必要な経費 

（２）介護事業所の生産性向上を支援する業務コンサルタントの活用に必要な経費 

（３）実施主体がモデル地域の効果測定等を行うために事業所に支払う謝礼金等 

（４）介護事業所が主導して連携先事業所を探索し事業所グループ構築に繋げるために

必要な経費 

（５）実施主体が普及啓発のためのデモ環境を整備するのに必要な経費 

（６）ケアプランデータ連携システムの活用に係る研修に必要な経費 

（７）好事例集の作成に必要な経費 

（８）その他本事業の実施に必要と知事が認める経費 

 

（補助金交付額の算定方法） 

第４条 第２条に規定する事業に対する補助金交付額は、１モデルあたり８５０万円を上

限とし、１，０００円未満の額が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定に基づいて算定される補助金交付額のうち、本事業で補助する情報端末（Ｐ

Ｃ、タブレット端末）については、１台あたりの補助額は１０万円以内とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 この補助金の交付の申請は、補助金交付申請書（様式第１号）、申請額算出内訳（様

式第１号別紙１）及び事業計画書（様式第２号）を知事に提出することにより行わなけ

ればならない。 

 

（交付決定の通知） 

第６条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、書類を審

査の上、交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行うものとする。 

２ 知事は、前項の決定をする場合において、必要に応じて条件を付すことができるもの

とする。 

 

 



（補助金交付の条件） 

第７条 規則第６条及び前条の規定による補助金の交付の条件は、次の各号のとおりとす

る。 

（１）補助対象事業の内容の変更をしようとする場合は、変更承認申請書（様式第３号）

を知事に提出し、承認を受けなければならない。ただし、事業目的の達成に支障をき

たさない細部の変更であって、補助金の増額を伴わないものは、この限りでない。 

（２）補助対象事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、中止

（廃止）承認申請書（様式第４号）を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

（３）補助対象事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は

補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報告し、その指示を受

けなければならない。 

 

（実績報告書の提出） 

第８条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了した日又若しくは補助対象事業の廃止の

承認を受けた日から起算して１か月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度の４

月１０日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書（様式第５号）及び精算額算出内

訳（様式第５号別紙１）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 知事は、補助対象事業者から実績報告書の提出を受けた場合には、報告書等の審

査により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに

付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めた場合は、交付すべき補助金

の額を確定し、補助金の額の確定を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超過する額の補助金が交付されているときは、当該超過する額について、補助金の

返還を補助対象事業者に求めるものとする。 

３ 前項に規定する補助金の返還は、当該返還を求められた日から３０日以内に行わなけ

ればならないものとする。ただし、当該補助金の返還のための予算措置につき、地方公

共団体議会の議決を必要とする場合その他やむを得ない事情によりこの期限により難い

場合には、補助対象事業者の申請に基づき、補助金の額の確定の通知の日から６０日以

内の日であって知事が別に定める日を返還期限とすることができる。 

４ 第２項の場合において、補助対象事業者が前項に定める返還期限までに返還を行わな

いときは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年１０．９５％の割

合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１０条 この補助金は、精算払とする。ただし、知事が必要と認める場合は、概算払に

よることができるものとする。 

２ 補助対象事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書

（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１１条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した、取得額

又は効用の増加額が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の財産（以下「処分制限

財産」という。）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定め

る期間（以下「処分制限期間」という。）を経過するまで、知事の承認を受けないで、財

産処分（処分制限財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付



け、担保に供し、取壊し、又は廃棄することをいう。）を行ってはならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（様式

第７号）を知事に提出しなければならない。 

３ 第１項に規定する知事の承認を受けて、財産処分を行うことにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（財産の管理等） 

第１２条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事

業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営

を図らなければならない。 

 

（書類の作成及び保管） 

第１３条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした

調書を作成するとともに、補助対象事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し

ておかなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項に規定する調書及び証拠書類（以下「調書等」という。）を補

助金の額の確定の日（補助対象事業の中止又は廃止が承認された場合にあっては、当該

承認がなされた日）の属する年度の終了後５年間（以下「書類保管期間」という。）保管

しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、処分制限財産がある場合にあっては、補助対象事業者は、

書類保管期間を経過する日、当該処分制限財産の財産処分が完了する日又は当該処分制

限財産の処分制限期間を経過する日のいずれか遅い日まで調書等を保管しなければなら

ない。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は知事が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年６月２７日から施行する。 

 


